
伊 丹 市 要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会 設 置 要 綱 （ 平 成 １ ８ 年  

３ 月 制 定 ）  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ６ ４ 号 。 以 下 「 法 」 と い

う 。） 第 ２ ５ 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 伊 丹 市 要 保 護 児 童 対

策 地 域 協 議 会 （ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。） を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  協 議 会 は ， 要 保 護 児 童 の 適 切 な 保 護 又 は 要 支 援 児 童 若 し く

は 特 定 妊 婦 へ の 適 切 な 支 援 を 図 る た め に 必 要 な 情 報 の 交 換 を 行

う と と も に ， 要 保 護 児 童 若 し く は 要 支 援 児 童 及 び そ の 保 護 者 又 は

特 定 妊 婦 （ 以 下 「 要 保 護 児 童 等 」 と い う 。） に 対 す る 支 援 の 内 容

に 関 す る 協 議 を 行 う 。  

 （ 構 成 ）  

第 ３ 条  協 議 会 は ， 別 表 に 掲 げ る 関 係 機 関 等 （ 以 下 「 関 係 機 関 等 」

と い う 。） か ら 選 出 さ れ た 者 を も っ て 構 成 す る 。  

 （ 会 長 及 び 副 会 長 ）  

第 ４ 条  協 議 会 に 会 長 及 び 副 会 長 を 置 き ， 構 成 員 の 互 選 に よ り ， 選

任 す る 。  

２  会 長 は ， 協 議 会 の 会 務 を 総 理 す る 。  

３  副 会 長 は ， 会 長 を 補 佐 し ， 会 長 に 事 故 あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け

た と き は ， そ の 職 務 を 代 行 す る 。  

 （ 組 織 ）  

第 ５ 条  協 議 会 は ， 代 表 者 会 議 ， 実 務 者 会 議 及 び 個 別 担 当 者 会 議 を

も っ て 組 織 す る 。  

（ 代 表 者 会 議 ）  

第 ６ 条  代 表 者 会 議 は ， 関 係 機 関 等 の 円 滑 な 連 携 を 確 保 す る た め ，

次 に 掲 げ る 事 項 を 所 掌 す る 。  

⑴  要 保 護 児 童 等 の 支 援 に 関 す る シ ス テ ム 全 体 の 検 討  

⑵  協 議 会 の 活 動 状 況 の 評 価 及 び 運 営 方 針 の 決 定  



２  代 表 者 会 議 は ， 関 係 機 関 等 の 代 表 者 又 は 代 表 者 が 指 名 す る 者 並

び に 福 祉 事 務 所 長 及 び 健 康 福 祉 部 生 活 支 援 室 長 を も っ て 組 織 す

る 。  

３  代 表 者 会 議 は ， 必 要 に 応 じ て 会 長 が 招 集 し ， 会 長 が 議 長 を 務 め

る 。  

 （ 実 務 者 会 議 ）  

第 ７ 条  実 務 者 会 議 は ， 要 保 護 児 童 等 へ の 支 援 が 効 果 的 に な さ れ る

よ う ， 次 の 事 項 を 所 掌 す る 。  

⑴  要 保 護 児 童 等 の 実 態 把 握 及 び 情 報 交 換  

⑵  具 体 的 な 事 例 の 対 応 方 法 の 検 討  

２  実 務 者 会 議 は ， 第 ９ 条 に 規 定 す る 要 保 護 児 童 対 策 調 整 機 関 が 個

別 の 事 例 に 応 じ て 選 定 す る 関 係 機 関 等 の 代 表 者 が 指 名 す る 者 を

も っ て 組 織 す る 。  

３  実 務 者 会 議 は ， 要 保 護 児 童 対 策 調 整 機 関 が 必 要 に 応 じ て 招 集 し ，

主 宰 す る 。  

（ 個 別 担 当 者 会 議 ）  

第 ８ 条  個 別 担 当 者 会 議 は ， 個 別 の 要 保 護 児 童 等 に 対 す る 具 体 的 な

支 援 の 内 容 を 検 討 す る た め 次 の 事 項 を 所 掌 す る 。  

⑴  要 保 護 児 童 等 の 状 況 の 把 握 及 び 問 題 点 の 確 認  

⑵  要 保 護 児 童 等 の 支 援 方 針 及 び 役 割 分 担 の 決 定  

２  個 別 担 当 者 会 議 は ， 第 ９ 条 に 規 定 す る 要 保 護 児 童 対 策 調 整 機 関

が 個 別 の 事 例 に 応 じ て 選 定 す る 要 保 護 児 童 等 に 直 接 か か わ り を

有 し て い る 担 当 者 や 今 後 か か わ り を 有 す る 可 能 性 の あ る 関 係 機

関 等 の 担 当 者 を も っ て 組 織 す る 。  

３  個 別 担 当 者 会 議 は ， 要 保 護 児 童 対 策 調 整 機 関 が 必 要 に 応 じ て 招

集 し ， 主 宰 す る 。  

（ 調 整 機 関 ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 法 第 ２ ５ 条 の ２ 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 健 康 福 祉

部 生 活 支 援 室 こ ど も 福 祉 課 を 要 保 護 児 童 対 策 調 整 機 関 （ 以 下 「 調

整 機 関 」 と い う 。） に 指 定 す る 。  



２  調 整 機 関 は ， 協 議 会 に 関 す る 事 務 を 総 括 し ， 個 々 の 要 保 護 児 童

等 に 対 す る 支 援 の 進 行 管 理 を 行 う 。  

（ 個 人 情 報 の 保 護 ）  

第 １ ０ 条  協 議 会 の 構 成 員 は ， 正 当 な 理 由 が な く ， 協 議 会 に お い て

知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と

す る 。  

（ 細 則 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 協 議 会 の 組 織 及 び 運 営 に

関 し 必 要 な 事 項 は ， 会 長 が 代 表 者 会 議 に 諮 っ て 定 め る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ３ 月 １ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 伊 丹 市 児 童 虐 待 防 止 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 設 置 要 綱 の 廃 止 ）  

２  伊 丹 市 児 童 虐 待 防 止 市 民 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 設 置 要 綱 （ 平 成 １ ２

年 １ １ 月 制 定 ） は ， 廃 止 す る 。  

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 １ ０ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 ８ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ５ 月 ２ ９ 日 に 施 行 す る 。  



（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ９ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ７ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 元 年 ８ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ６ 月 3 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 に 施 行 す る 。  

 

 

別 表  

関 係 機 関 等  

伊 丹 市 人 権 ・ 同 和 教 育 研 究 協 議 会  

神 戸 地 方 法 務 局 伊 丹 支 局  

一 般 社 団 法 人 伊 丹 市 医 師 会  

一 般 社 団 法 人 伊 丹 市 歯 科 医 師 会  

兵 庫 県 伊 丹 警 察 署  



兵 庫 県 警 察 本 部 生 活 安 全 部 少 年 育 成 課 阪 神 北 少 年 サ ポ ー ト セ ン タ

ー  

兵 庫 県 川 西 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー  

兵 庫 県 阪 神 北 県 民 局 伊 丹 健 康 福 祉 事 務 所  

阪 神 北 広 域 こ ど も 急 病 セ ン タ ー  

尼 崎 市 尼 崎 学 園  

子 そ だ て サ ポ ー ト ひ か り  

社 会 福 祉 法 人 ヘ ル プ 協 会  

社 会 福 祉 法 人 伊 丹 市 社 会 福 祉 事 業 団  

公 益 社 団 法 人 伊 丹 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー  

社 会 福 祉 法 人 有 岡 協 会 伊 丹 乳 児 院  

社 会 福 祉 法 人 伊 丹 社 会 事 業 協 会 母 子 生 活 支 援 施 設 伊 丹 深 愛 館  

伊 丹 市 社 会 福 祉 協 議 会  

伊 丹 市 民 生 委 員 児 童 委 員 連 合 会  

市 立 伊 丹 病 院  

伊 丹 市 消 防 局  

伊 丹 市 市 民 自 治 部 共 生 推 進 室 同 和 ・ 人 権 ・ 平 和 課  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 部 学 校 教 育 課  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学 校 教 育 部 総 合 教 育 セ ン タ ー  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 こ ど も 未 来 部 こ ど も 室 次 世 代 育 成 課  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 こ ど も 未 来 部 幼 児 教 育 保 育 室 幼 児 教 育 推

進 課  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 こ ど も 未 来 部 幼 児 教 育 保 育 室 教 育 保 育 課  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 こ ど も 未 来 部 幼 児 教 育 保 育 室 こ ど も 発 達

支 援 セ ン タ ー  

伊 丹 市 教 育 委 員 会 事 務 局 生 涯 学 習 部 社 会 教 育 課 少 年 愛 護 セ ン タ ー  

伊 丹 市 中 学 校 長 会  

伊 丹 市 小 ・ 特 別 支 援 学 校 長 会  

伊 丹 市 幼 稚 園 長 会  

伊 丹 市 保 育 所 （ 園 ）・ こ ど も 園 施 設 長 会  



伊 丹 市 健 康 福 祉 部 共 生 福 祉 社 会 推 進 担 当  

伊 丹 市 健 康 福 祉 部 地 域 福 祉 室 障 害 福 祉 課  

伊 丹 市 健 康 福 祉 部 保 健 医 療 推 進 室 母 子 保 健 課  

伊 丹 市 健 康 福 祉 部 生 活 支 援 室 生 活 支 援 課  

伊 丹 市 健 康 福 祉 部 生 活 支 援 室 自 立 相 談 課  

伊 丹 市 健 康 福 祉 部 生 活 支 援 室 こ ど も 福 祉 課  

 


